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Abstract：

Thereareconsiderablechangesinsocialenvironmentwhichsurroundthenursing

personnelinJapan，suchashighly-developedmedicalcare，ｒａｐｉｄｄｅｃｒｅａｓｅｉｎｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆ

children，anxietyoverchild-rearingandinfant-careneurosis・Themidwifepersonnelareasked

toplayaproperroleinsuchsituation、Inordertoaccomplishthispurpose，itisnecessaryto

fostermidwiveswhoareequippedwithhigherqualitiesandabilitiesasanexpertstaff

Withthetransitionofnursingeducationtoafour-yearseniorcollege，themidwifery

education，ｆｏｒｍerlyconductedinthespecialmajorcourseaftercompletionofthenursing

course，isbeingbroughttotheseniorcollegeDoesmidwiferyeducationtodayhavesufficient

contenttocomplyenoughwiththesocialdemands？Ｉｎｔｈｅｓｔｕｄｙ，thepresentsituationof

midwiferyeducationwasanalyzedanddiscussedtoimprovethemidwiferyeducation

Themidwiferyeducationnowadayshasvariousproblemssuchasthedifficultyinsecuring

thetraininghospitaLAboveall，insufficientclinicalpracticeinthemanagementofnormal

parturitionisthemostimportantissuelnaddition，inthemidwiferyeducationatthesenior

college，thecurriculumistootighttooffersufficienteducation，ａｎｄthenumberofthe

studentswhochoosethemidwiferycourseislimited

Thesufficientyearsofeducationandwell-developedcurriculumarerequiredtofoster

themidwiveswhoareabletosatisfythesocialdemandslnthecontextofspecializationof

nursing，itissuggestedthatthemanifestationofthemidwives，workcontentsisimportant，

andthatthepostgraduatemidwiferyeducationbasedonthenursingeducationatthesenior

collegeispreferred

KeL/⑰ＯＭＳ：mjdzujyBmidu）i/とびeducation

児ノイローゼの問題は、ひいては乳幼児・児童虐

待につながる可能性も指摘されている。

一方、出産体験の機会が減少した女`性たちにお

いて、自らが主体`性を持って、より満足のできる

妊娠・出産を求める声が大きくなっており、女`性

の望む出産形態は多様化してきている。これらの

I．はじめに

急激な少子化や医療の高度化、女性の高学歴化、

個人の権利意識の向上など、看護職を取り巻く今

日の社会環境の変化は著しい。急激な少子化は母

親役割を学習する機会を減少させ、育児不安や育
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状況は、出産介助や保健指導だけでなく、多様性

に富んだ社会の需要に応えることのできる助産師

の役割が求められていることを意味している。

少子化は、また一方で、助産師教育の面におい

ても大きな影響をもたらしている。出産数の減少

により、分娩介助実習の機会が著しく減少してい

るのである。また、個人の権利擁護意識の向上は、

受け持ち患者の実習同意書をはじめとして、実習

に協力を得られないケースの増加につながり、こ

の問題にさらに拍車をかけている。

短期大学専攻科における助産師教育は４年制看

護系大学へと移行してきているが、果たしてその

教育内容は社会の要請に応え得るものになってい

るのであろうか。先の閣議では、助産師教育にお

ける分娩取り扱い数に関する質問主意書に対して

答弁書が出された！)。かたや、助産師の業務が'よ

たからは明瞭ではないとの意見も聞かれる2)。こ

のように、助産師教育に関する論議が繰り返され

ているなかで、助産師教育の現状を分析し、今後

の教育上の課題について検討を試みた。

助産師教育について考える場合、まず助産師業

務の特性を確認することから始め、助産師教育の

歴史的経緯についても振り返り、今日の助産師教

育について検討することにした。

の約２％にあたる3)。なお、熊本県には307人の助

産師が就業しており、これは県内の全看護職者27,

429人の約1％であるⅢ（表ｌ）。助産師の就業者

数は保健師、看護師、准看護師に比べて著しく低

い割合である。職種別就業者数の推移を見ると、

看護師と准看護師が著しく伸びているのに比べて、

保健師と助産師は絶対数も少なく、横ばい状態で

ある。

３．業務の範囲

助産師の業務は、法の第3条に述べられている

ように「助産」または「妊婦、じよく婦もしくは

新生児の保健指導」である。ここで「助産」とは、

分娩介助のことである。すなわち、妊婦に分娩兆

候が現れてから後産が完了して完全に分娩が終わ

るまでの問に産婦の身辺で分娩の世話をすること、

およびその経過に付随する処置を行うことを指し

ている。この「助産」は医行為でもある。助産師

の業務内容については業務独占が示されている。

ただし、医師は例外的にこのかぎりでない（法３０

条)。

助産師と他の看護職の業務内容の違いは、法の

職種別の定義により次のように確認することがで

きる。保健師は、保健師の名称を用いて、保健指

導に従事する（法２条)。看護師は、傷病者もし

くは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助を

行う（法５条)。准看護師は医師、歯科医師又は

看護師の指示を受けて、看護師と同じ内容の業務

を行う（法６条)。なお、保健師、看護師は助産

師と同じく厚生労働大臣の免許であるが、准看護

Ⅱ助産師業務

１．助産師の定義

助産師はリプロダクテイブ・ヘルスに関わる専

門看護職である。法的位置づけは保健師助産師看

護師法（これ以降は「法」と示す）にあり、「こ

の法律において助産師とは、厚生労働大臣の免許

を受けて、助産または妊婦、じよく婦もしくは新

生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう｡」

(法３条）と定義づけられている。

表１業務従事者数
平成１６年１２月

全国 熊本県

保健師

助産師

看護師

准看護師

39,195人（３．２４%）

25,257人（２．０８%）
760,221人（６２８０%）

385,960人（31.88%）

728人（２．６５%）

307人（１．１２%）

15,529人（56.61%）

10,865人（39.61%）

２．就業者数

平成16年12月現在、全国には25,257人の助産師

が就業しており、これは全看護職者1,210,633人

総数1,210,633人（100.00%）27,429人(100.00%）

＊熊本県：全国の看護職者の

全国の助産師の

＊現役助産師は減少傾向。

２．２７％

１．２２％
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師については都道府県知事の免許である。

助産師自身の判断で行える業務としては、まず、

正常な場合の助産、正常な場合の妊婦、じよく婦

もしくは新生児の保健指導を挙げることができる

(法３条)。助産業務に附随する行為として、膳帯

切断、洗腸、心音聴診器・血圧計・骨盤計の使用

があり（法37条)、検尿・内診（昭和23年妊産婦

保健指導要領）も助産師の判断により行うことが

できる。臨時応急の手当ては但し書きとして業務

範囲に示されている（法37条)。また、母子保健

法施行規則にある妊娠の診断、母体保護法にある

受胎調節の実地指導も助産師自身の判断で行える

業務である。

上記の他に、助産師には助産所の開業権が認め

られている。助産所は、助産師が公衆又は特定多

数人のためその業務を行なう場所であり、入所し

得る妊婦、産婦または褥婦の数は９人以下である

(医療法２条)。助産所の助産師が妊婦・褥婦から

助産または保健指導を依頼され、これを承諾した

場合は、助産又は保健指導を行う義務を負い（民

法656条)、報酬|を請求する権利（民法643条）を

有する。

助産行為には裁量`性が認められており、専門性

が高いがゆえに、厳しい職業倫理が求められる。

1993年にＩＣＭ（InternationalCouncilof

Midwifery）で採択された倫理規定は、助産の人

間関係、助産師の専門職上の責任、および助産の

知識と実践の向上を内容とした構成となっている。

助産師の法的義務には、届け出義務、応召義務、

証明書等の交付義務、異常死産児の届け出義務、

証明書等の交付に関する制限、異常妊産婦等の処

置禁止、助産録の記載義務・保存義務がある（法

33条、３８条、３９条、４０条、４１条、４２条)。業務上

の秘密を守る義務もある。助産師には、また、証

言拒絶権（刑事訴訟法149条、民事訴訟法197条）

が認められている。

が95.4%、「施設内」が４６%であった。それが、昭

和40年代に大変換がおこり、昭和50年代には全く

逆転してしまった。この背景には、医学・医療の

進歩や施設分娩が社会的に推奨されたことなどが

挙げられる。そして平成15年現在、「施設内」分

娩は99.8％を占め、「自宅・その他」での分娩は僅

か０２％となっている。施設内における分娩場所の

内訳は、平成15年では病院が52.2%、診療所が46

6%、助産所が１０%である5)。一方、施設別助産師

の就業割合は、平成16年の全国で、病院に69.4%、

診療所に16.3%、助産所に6.5%である。

以上のデータを照らし合わせて見ると、助産師

の就業が病院に偏在しており、分娩の割合が46.6

％と高率を占めているにも関わらず、診療所に勤

務する助産師はわずか16.3%であるという実態が

表れている（表２）。この傾向は熊本県において

も同じである６．７)。

５．助産師の業務内容および必要数に関する課題

１）助産師業務についての確認

平成14年および16年に、厚生労働省より助産師

でない者による助産師業務の実態に対して、助産

師業務の確認に関する通知が出された。「内診や

会陰保護等の胎児娩出の介助、ならびに胎盤等の

胎児付属物の娩出介助は助産師の独自の業務であ

る｡｣、という見解である（厚生労働省医制局看護

課長通知「助産師の業務について」平成14年11月

14日、同「産婦に対する看護師業務について」平

成16年９月13日)。

時代は少し遡るが、昭和32年には、病院勤務助

産師の助産録の記載に関して、「助産録は助産師

が記載するものであり、医師の診療録をもって代

表２出生の場所別出生割合と助産師数

】肖木【

｣肖木Ｄ５Ｕ丘

4．出生の場所と助産師数

昭和25年当時の出生場所は、「自宅．その他」
４Ｄ－ｂ７ｉ

J％
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る。平安時代、「医心方」には出産介助、胎盤の

始末、胎教、ｌ齊帯切断についての記述が見られる。

出産時の援助が職業として成立したのは江戸時

代である。産婆は職業的に独立したが、具体的な

専門教育はなく、生業の域を出ないものであった。

賀川玄悦が著した「産論」には、「産婆」の語が

初めて使われ、分娩介助の技術についての記載も

見られる。西洋医学が導入されると、医師により

専門職としての本格的産婆教育も開始された。

明治時代、産婆職は独立した職業となり、女性

独自の職業として社会の認識を得るようになった。

明治７年の医制には産婆に関する規定もみられる。

産婆は免状制となり、産科医との区別も明確にさ

れた。産婆は40歳以上で、婦人小児の解剖生理及

び病理の大意に通じていること、かつ産科医が出

す実験証書（平産10人難産２人を取り扱った証書）

を所持する者を検して与える、とされていた。明

治21年には東京帝国医科大学に附属産婆養成所が

設けられ、産婆教育が開始された。明治32年の産

婆規則により産婆は業務免許となった。明治45年、

私立産婆学校産婆講習所指定規則がだされ、修業

年限２年以上、入学資格は高等小学校卒業か、ま

たは高等女学校２年以上の課程を修業した者とさ

れた。

大正時代は明治時代と同じく富国強兵策がとら

れ、産婆職に対する社会の需要も高かった。第一

次大戦や関東大震災を機に、母子保健事業の先駆

として公衆衛生的業務が産婆に求められ、業務範

囲が拡大した。大正デモクラシーや女,性の解放運

動を背景に、女性の職業として産婆の希望者は多

かった。看護婦規則がだされたのは大正４年であっ

た。

昭和時代、第二次大戦を機に人口増加政策で多

産が奨励され、産婆が活躍した。昭和17年に公的

に初めて「助産婦」の名称が使われた。保健婦規

則が出されたのは昭和16年であった。

昭和22年、保健婦助産婦看護婦令がだされ、保

健婦と助産婦は、看護婦の教育（高等学校卒業後

３年の教育期間）の上に、更に１年間の教育を行

えることはできない｡｣、という通知が出されてい

る（厚生省医務局長発第1,060号、昭和32年12月１

０日)。また、乳房マッサージについては、「助産

師の独自の判断で行える保健指導の範囲内であり、

看護師が行う場合は、じよく婦に対する療養上の

世話の範囲である｡｣、という通知が出だされてい

る（厚生省医務局長発第468号、昭和35年６月１３

日)。

以上のように、助産師の業務については度々、

助産師の業務独占についての確認がなされてきた。

２）助産師確保の必要性

「妊娠・出産に関する安全`性と快適さの確保と

不妊への支援」等を含む「健やか親子２１」や、

｢母子保健医療体制の整備」等を含む「新エンゼ

ルプラン｣、さらには「不妊治療等の支援」等を

含む「次世代育成支援事業」など、今日、助産師

の役割に対する社会の需要は大きい。「看護職員

の需給に関する検討会報告書」（平成12年12月）

は、助産師に関して、一概にその数が足りている

と言うことはできないとし、保健師助産師看護師

法の一部を改正する法律の附帯決議にも、助産師

等の人員増などの施策を講ずることが示されてい

る（平成13年12月６日)。また、2006年度予算概

算要求には「助産師確保総合対策事業費」が計上

されている。

助産師の必要数の算定には、一概に数の増減の

面からだけでなく、社会が求める助産師の役割、

すなわち、サービスの受け手が求めるサービスの

質の面からの検討がさらに必要であると考える。

Ⅲ、助産師教育の歴史的変遷

出産時に援助する人は、人類の歴史のどの時代

にも存在し、援助技術は経験者から未経験者へと

伝えられた。「古事記」には祖先の言い伝えとし

て出産までの過程や分娩時の方式をみることがで

きる。奈良時代、大宝律令の中に女医制度が記さ

れており、女医が出産の介助をし、女医の教育は

女医博士によってなされていたことが記されてい
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する者で、文部科学大臣が指定した学校において

６か月以上助産師に関する学科を修めた者、又は

厚生労働大臣の指定した助産師養成所を卒業した

看、となっている。このように、わが国の助産学

教育は看護学教育を基礎として、その上に積み上

げる制度となっている（図ｌ）。

平成３年に全国で11校であった看護系大学の設

置数は、ほぼ直線的な右肩上がりに急上昇し、平

成17年には127校となり、定員も9,544人となって

いる。看護系大学院の数も平成３年には５校であっ

たものが平成17年には80校を数え、定員も1,400

人に達しようとしている。

看護系教育機関の増加は、資質の高い看護師等

を大学において養成することが社会的に要請され

ていること、それに伴い、大学等の教員や研究者

の養成を図るため、看護系大学院の整備充実の必

要性が指摘されたことなどによるものである。

助産師学校指定看護系大学の数が増加すると共

に、助産師学校指定短期大学専攻科ならびに厚生

労働大臣指定の養成所は減少している。平成３年

に助産師学校指定看護系大学数は全国で５校であっ

たものが、平成17年には合計88校となっている。

図２は平成16年度の資料であるが、大学における

助産師教育は助産師養成学校全体の約６割を占め

ている（図２)。

平成17年度の助産師国家試験合格者数は1,561

人である。内訳は、大学卒業者が448人（28.7％)、

うこととされ、厚生大臣免許とされた。ここに、

現行の、看護師教育を基盤とした保健師教育と助

産師教育の形が出来上がった。また、助産師教育

課程に公衆衛生、社会学が取り入れられ、保健指

導の重要`性も示された。昭和23年に保健婦助産婦

看護婦法が制定され資格免許となり、資格内容も

飛躍的に高くなった。助産師教育は修業年限1年、

講義680時間、臨地訓練42週、分娩取り扱いは学

生１人につき10回以上とされた。昭和27年には第

１回助産師国家試験が実施された。

昭和46年、教育課程の改正が行われた。助産師

教育は看護学教育の上に積み重ねることとされ、

リブロダクションの理念を一貫させた母子保健学

の確立を志向するカリキュラム編成となった。修

業年限６ケ月、講義360時間、実習360時間、合計

720時間であった。法規上の修業年限は６か月以

上とされていたが、実際には１年で実施する学校・

養成所が多かった。

平成元年、指定規則の一部改正により、看護師

教育において男女の区別がなくなり、男`性も母性

看護学実習をするようになった。平成４年度から、

短大専攻科に学位認定の道が開かれ、また、平成

５年には法の一部改正により男性である保健士の

制度が出来た８１。

平成13年に保健婦助産婦看護婦法が改正され、

従来の保健婦・保健士、助産婦、看護婦・看護士、

准看護婦・准看護士はそれぞれ保健師、助産師、

看護師、准看護師となり、法の名称も保健師助産

師看護師法と改められた。なお、男性助産師法案

は2000年の第150回臨時国会において廃案となり、

現在、わが国に男性の助産師は存在しない。

助産師国家試験

護師家試験

－ケ
Ⅳ、今日の助産師教育 看護師学校

（２年、高卒必要）
■

看護短期大学

３年

看誕専門学校

（３年）

４年制大学

看護課程）

１今日の助産師教育は平成８年に改正された保健

婦助産婦看護婦学校養成所指定規則（これ以降は

｢指定規則」と示す）に則って実施されている。

助産師国家試験の受験資格は、看護師国家試験に

合格した者、又は看護師国家試験の受験資格を有

准看護師試験（都道府県）

等学校専攻科

５年一貫制

校准看誕学校

図１助産師資格取得
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短大専攻科卒業者が474人（304％)、養成所卒業

者が639人（409％）である。短大専攻科と養成

所の卒業者の割合が縮小し、大学卒業者の割合が

拡大してきている。平成１１年以降の助産師の国家

試験合格者数を見ると、ここ数年間は約1,400人

から1,600人前後で推移している。

看護系大学における、ｌ大学あたりの助産師国

家試験受験資格取得者養成数は、平成16年度で、

ｌ大学平均約８人である。５～６人という大学が

最も多く、４人以下という大学も６校存在する９１

(図３)。

看護師等養成所の運営に関する指導要領に示さ

れている今日の助産師教育の基本的考え方並びに

留意点は、以下の通りである。①妊産褥婦及び胎

児・新生児の健康水準を診断し、妊娠・出産・産

褥が自然で安全に経過し、育児がスムーズに行え

るよう援助できる能力を養う。②女性の一生にお

ける性と生殖をめぐる健康問題について、相談・

教育・援助活動ができる能力を養う。③安心して

子供を産み育てるために、個人及び社会にとって

必要な地域の社会資源の活用や調整を行える能力

を養う。

教育内容は教育期間を６か月以上とする基準で

示されており、合計22単位、720時間以上となっ

ている。カリキュラムは「基礎助産学」６単位、

｢助産診断・技術学」６単位、「地域母子保健」１

単位、「助産管理」ｌ単位、「助産学実習」８単位、

で構成されている。

助産学実習は、臨地において学生１人につき正

常産を１０回程度、直接取り扱う実習を行い、分娩

の自然な経過を理解することを目的としている。

この際、妊娠７月未満の分娩は除かれる。資格を

有しない学生の看護行為については、看護基礎教

育における技術教育の在り方検討会報告書（平成

15年３月７日）において、保健師助産師看護師法

適用の考え方がとられている'0)。

以下に、今日における助産師教育の問題点とし

て、分娩取扱い数に関する問題と４年制大学で助

産師教育を実施する上での問題について取り上げ、

検討する。

１．分娩取扱数に関する問題点

助産学実習における正常分娩取扱い数は、少子

化による影響を考慮した平成８年の指定規則改正

により「10回」から「10回程度」に緩和された。

また、実習施設に関する規定も緩和され、病院、

診療所、助産所、保健所、市町村保健センター、

母子健康センターでの実習が可能になった。

平成16年度の学生1人あたりの分娩取扱い数は

大学間の平均で９４回である。分娩取扱い数が１０

回程度を下回った主な理由として、以下の事項が

挙げられている。すなわち、①実習施設の分娩件

数の減少、②帝王切開等の異常分娩の増加、③学

生の分娩介助に産婦・家族の同意を得られないケー

スが多数あった、等である111。

本学の場合、短大専攻科であるが、臨地実習の

10単位分を13週に渡って実施している。正規の実

習期間内に定員20名の学生が全員10回の分娩取扱

い実習を達成することは殆ど不可能に近く、例年

時間外待機実習を繰り返している。平成16年度に

０

撫晶141１１１
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図２助産師養成学校 図３１大学あたり助産師国家試験

受験資格取得者養成数

－６０－



助産師教育の現状分析

課題が終了したのは、正規の実習期間を約３週間

オーバーした12月29日であった。

先の国会で、助産師教育に関する質問主意書に

対する答弁書が閣議決定（平成１７年２月１日）さ

れ、「９回以下は10回程度に満たない｡｣、と判断

された'2)。これを受けて文部省医学教育局課長よ

り、改善経過報告所の提出が求められるなど、助

産師教育における分娩取扱件数の問題は非常に厳

しく認識されていることが再確認された。また、

答弁書では、１件の分娩を２人の学生で扱うこと

を具体的に挙げて禁じており、法の趣旨に反する

ものであること、また、指定を取り消した前例は

ないが、今後は総合的に対応したいと明記し、非

常に厳しい姿勢を示した。

助産学実習に関しては文部科学省により学校・

養成所単位で調査が行われている。調査項目は①

助産学実習の単位を取得した学生数、②学生１人

あたりの分娩取り扱い回数（平均、最高、最低)、

③分娩取り扱い回数が１０回程度を下回った理由、

④分娩取り扱い回数の確保に向けた平成16年度の

状況、⑥平成17年度の対応の計画、等である'３１。

分娩取扱件数が指定規則を下回った場合、文部科

学省から大学に対して、直接、厳しい注意がなさ

れている。

文部科学省から、分娩取扱い回数の確保に向け

た対応策がつぎのように示された。①新たな実習

施設の開拓、②夜間休日実習を含む実習期間の延

長、③場合によっては国家試験終了後に補習実習

を行うことを検討する、④実習環境を整備し、宿

泊実習を可能にする、⑤指導教員の適正な配置を

検討（専攻内応援体制や人員増)、⑥実習指導者

の育成、⑦専任教員の確保、③産婦への学生受け

持ち依頼について実習施設の病棟師長から協力を

得る、⑨学生が受け持つことによるメリットを産

婦や家族に十分伝え、協力が得られるようなイン

フォームドコンセントを心がける、⑩家族への協

力を呼びかける、⑪対象学生数を減らす、等であ

るＭ)。

ここで、今日のような少子社会にあって、助産

学実習の分娩取り扱い数を１０回程度と規定するこ

と自体が、果たして妥当なのかについては疑問が

残る。そもそも分娩取り扱い数10回というのは、

昭和26年の、出産が210万人もあった時代の規定

である。出産数が半減した今日、従来とほぼ変わ

りなく１０回程度というのは既に適用しない状況に

あるといえる。出産数の減少に加えて、ハイリス

ク妊娠の上昇が、助産師学生の実習機会を更に減

少させている。また、人権擁護意識の向上が、実

習対象者の同意が得られにくいという状況を生み

だし、実習の機会はますます狭められている。こ

れらの実情は助産師学生の分娩取り扱い実習要件

を再考する必要を示唆している。また、助産師教

育における分娩取り扱い数を娩出時にのみ特化す

るのではなく、分娩の第１期（規則的陣痛発来等

の分娩開始兆候の出現）から第Ⅳ期（胎児付属物

娩出後約２時間）までのケアの重要性をもって、

学習の質を重視する方向へと向かう必要が検討さ

れるべきである。指定規則にある分娩取り扱い数

を減すことや、卒業後の助産師資格取得後に分娩

取扱数を増やす研修を義務づけるなど、見直しの

時期に来ているといえる。

２．４年制大学における助産師教育実施上の問題点

ｌ）過密カリキュラム

４年制大学で助産学を統合した際に、カリキュ

ラムが過密であることがまず問題点として挙げら

れている。今日の４年制大学では、看護師、保健

師、助産師の国家試験を、卒業の同じ時期に受験

する資格が取得出来る制度である。助産学科目を

選択した学生の場合は過密カリキュラムによる過

重負担によりドロップアウトが多いことが指摘さ

れている。また、過密カリキュラムでは科目読み

替えの問題も含めて、教育内容と時間数のアンバ

ランスが生じ、教育内容が不十分なものとなりや

すく、教育の質の低下に繋がる懸念も指摘されて

いる。助産学科目の必修・選択単位の平均を４年

制大学、短大専攻科、専門学校で比較すると、４

年制大学において明らかに少ない15）（表３)。
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学生も少なくないという実態がある。本専攻科の

場合も定員20人のうちに大学卒業生が例年約30～

35％を占めており、全員が受験の理由として、卒

業大学では人数が制限されているために助産科目

の履修が不可能であったことを挙げている。

以上のような状況は、４年制大学における助産

師教育の限界を示唆しているとはいえないだろう

か。平成13年の保健師助産師看護師法の一部改正

では、付帯決議として助産師教育について、指定

規則に定める十分な出産介助実習が経験できるよ

うにする等、その充実に努めるべきことが示され

た。また、本年２月には、大学において助産師教

育における履修者数の確保および増加を図るよう、

医学教育課長通知が出された。併せて、先述の閣

議決定された答弁書でも、助産学実習における学

生の分娩取扱い数の確保等、教育の質の維持およ

び向上について配慮するよう通知された。これら

の政策や動きは、助産師教育が変革を迎えている

今日、助産師教育のあり方を根本から見直す必要

性を強く示唆するものであるといえる。

表３助産学科目の必修・選択単位の

平均比較'5）

過密カリキュラムの中で助産学臨地実習の期間

は極めて限られてくるので、その期間内に学生１

人当たりに10例程度の正常分娩を確保することが、

より一層困難であるという問題がある。

２）選択出来る学生数の制約

４年制大学において助産学の履修希望者は多い

のだが、殆どの大学が学生数を制限している。平

成16年度におけるｌ大学の平均学生数は、前述の

ように約８人である。学生数を制限する理由は、

第一に、助産学実習のための施設確保が極めて困

難だからである。本専攻科でも、学内実習施設で

ある医学部附属病院では異常やハイリスクの割合

が高く、学生が実習できる正常分娩は少ない。学

生は実習期間が限定されているので、その分、分

娩介助実習の実質的な機会はさらに縮小されてい

る。そのために、大学外の施設に実習を依頼せざ

るを得ない。実習施設の要件が緩和されたとはい

え、実際には個々の実習施設でも少子化により分

娩数は減少しており、その上、実習指導者の確保

の面からも施設開拓は容易でない。分娩は夜間に

なる場合が多く、学生の宿泊施設を備えた施設を

求めることが状況を更に困難にしている。また、

殆どの実習施設が教員の引率指導を前提条件とす

るので、教員数不足の面からも実習施設拡大が難

しい。本専攻科においても学外実習施設５箇所を

確保し、合計６箇所の実習施設を３人の教員が掛

け持ちで担当している。このような状況では、学

生指導に当てる時間的余裕がないために、実習内

容までじっくりはいり込んで指導することは難し

く、極めて不十分な関わりにならざるを得ない。

一方では、４年制大学において助産学履修の学

生数が制約されているために、大学を卒業した後

に、医療短大の助産専攻科や専門学校を受験する

Ｖ・助産師教育の展望

助産師教育の今後の方向性については、さまざ

まな意見が聞かれる。４年制大学での教育が限界

にあるとする立場からは、大学専攻科や大学院、

また、専門職大学院での助産師教育を重視する意

見が挙げられている'6ｍ)。平成17年４月現在、我

が国には助産師教育課程を有する大学専攻科、大

学院、専門職大学院がそれぞれ１校ずつ存在する。

＿方、助産師教育は基礎教育であり、その後に専

門看護師制度を取り入れてレベルアップを図ると

いう意見も聞かれるlaI9)。ただ、この場合、母性

看護専門看護師は母`性看護領域におけるものであ

り、助産を業務独占として行う助産師とはそれぞ

れの業務範囲が存在するものと解釈される。

４年制看護系大学生には助産学領域における大

学院教育でのニーズが高い20211。今後は、大学に

おける助産学教育の質の向上とともに、専門職大
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学院ならびに大学院修士課程、大学専攻科におけ

る助産学教育のための整備が必要であると考える。

また、大学だけでなく全ての助産師教育機関にお

いて教育環境の整備、特に分娩取り扱いに関する

実習環境整備が必要である。併せて、全ての新人

助産師に、助産技術の到達目標をふまえた卒後研

修の機会確保が必要である。在学中は一つひとつ

の事例をじっくりと学習し、医師教育のように、

卒業後の国家資格取得後に研修を義務化する制度

についても検討の余地がある。

ｈｔｍｌ
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議会，2004

18）前掲資料２）

19）遠藤俊子：日本看護協会・助産師職能理事に就任して，助
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Ⅵ．おわりに

看護教育全体が変革を迎えている今日、永い歴

史を持つ助産師職と助産師教育について振り返り、

社会の需要と助産師業務の実態を踏まえて助産師

教育の現状を分析し、問題点の確認、ならびに今

後の課題について検討した。

助産師職は看護職の中でも業務独占がはっきり

しているにも関わらず、周囲からは、特に勤務助

産師において業務内容の明確さに乏しいと指摘さ

れる点など、助産師職および助産師教育のあり方

についてさらに考える必要性が示唆されていた。

社会の需要に対して積極的に助産サービスを提供

していくには、助産師の役割をさらに明確にした

上で、より資質の高い助産師教育の目標設定がな

され、それに応じた教育制度や教育体制作りへの

取り組みが必要であると考える。
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